
【水質汚濁防止法に基づく届出の電子申請方法】
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はじめに
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はじめに
水質汚濁防止法に基づく届出は、全て電子申請が可能です。
以下の手続きについては、個別のフォームを設けています。
個別のフォームが無い手続きは、下記問い合わせ先までご連絡ください。

【届出受付のみ（審査なし）の申請】

【届出受付後、審査を行う申請】

【問い合わせ先】

23区・島しょ地域の届出 環境局自然環境部水環境課 河川規制担当 03-5388-3494

多摩地域の届出 環境局 多摩環境事務所環境改善課 水質担当 042-525-4771 2

・法第10条 氏名等変更届

・法第10条 使用廃止届

・法第11条 承継届

・法第５条第１項 特定施設設置届

・法第５条第３項 有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置届

・法第７条 構造等変更届

・法第14条第３項 汚濁負荷量測定手法届



はじめに ~申請フロー【届出受付のみ（審査なし）】～

受付通知※2
（システムからメール）

到達通知※１
（システムからメール）

申請者IDの取得

申請

※１
申請後、登録したアドレス宛にシステムから到達通知を送付します。
このメールは受付を通知するものではありません。

※2
・都担当者がシステムで受付後、登録したアドレス宛にシステムから
受付通知を送付します。
・受付通知により、東京都が収受したことをお知らせしているため、
副本の返送は行っておりません。
・副本（東京都の収受印を押印したもの）の返却を希望する場合は、
窓口又は郵送での手続きをお願いします。
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届出受付のみ（審査なし）の申請の場合は、以下のフローで行います。



はじめに ~申請フロー【届出受付後、審査を行う申請】～

受付通知※３
（システムからメール）

到達通知※１
（システムからメール）

申請者IDの取得

申請

添付ファイルを
アップロード ※２

届出一式の容量が
10MBを超える場合

届出一式の容量が
10MB以内の場合

※１
申請後、登録したアドレス宛にシステムから到達通知を送付
します。このメールは受付を通知するものではありません。

※２
届出一式の容量が10MBを超える場合は、申請完了画面もし
くは受付通知メールに記載されたURLに添付ファイルをアッ
プロードしてください。（詳細は20ページから25ページを
参照）

※３
・形式審査を経て、都担当者がシステムで受付後、登録した
アドレス宛にシステムから受付通知を送付します。
このメールは審査完了を通知するものではありません。
・受付通知により、東京都が受理したことをお知らせしてい
るため、副本の返送は行っておりません。
・副本（東京都の受理印を押印したもの）の返却を希望する
場合は、窓口又は郵送での手続きをお願いします。

※４
審査完了の通知は都担当者より直接ご連絡いたします。
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届出受付後、審査を行う申請の場合は、以下のフローで行います。

審査完了通知※４
（都担当者より直接ご連絡）



申請方法
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１．申請者ＩＤの取得

・水質汚濁防止法等の電子申請はすべて申請者IDを必須としています。
・申請者は申請前に下記の流れで申請者情報を登録し、IDを取得してください。

「申請・手続き情報」をクリックし、
「申請者情報登録」を選択する。
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東京共同電子申請・届出サービスの東京都のトップページ
にアクセス。
（ https://www.shinsei.elg-
front.jp/tokyo2/navi/govTop.do?govCode=13000）

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/govTop.do?govCode=13000


１．申請者ＩＤの取得

「利用規約に同意する」をクリック。
（個人/団体・法人どちらかを選択）
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１．申請者ＩＤの取得
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入力が終わったら、「登録内容確認」をクリック。

登録先自治体は「東京都」を選択する。
※東京都以外の自治体でも申請を行う場合は、「全選択」を
選択しても構いません。

必須項目を入力していく。



１．申請者ＩＤの取得

登録内容を確認したら、
「仮登録に進む」をクリック。
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１．申請者ＩＤの取得

仮登録完了の画面が表示される。
（登録したアドレス宛に本登録のため
のURLを送信した旨が記載。）

本登録の際に、登録した申請者IDが必要
になるので、必ず控えておくこと。
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「ウィンドウを閉じる」をクリック。
メール確認し、本登録の手続きを行う。



１．申請者ＩＤの取得

仮登録完了通知のメールに記載のURLを
クリックして、本登録画面を表示する。

[東京共同 電子申請・届出サービス]より
[東京共同電子申請・届出サービスからのお
知らせ（仮登録完了）]のメールが届く。
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１．申請者ＩＤの取得

仮登録で入力した申請者IDを入力する。

パスワードを入力する。
半角英数字、半角記号をそれぞれ1文字以上使用し、
10字以上16字以下のパスワードを設定する。
IDとパスワードは申請フォームにログインする際
に使用するので、忘れずに控えておくこと！

IDとパスワードを入力したら「登録」をクリック。
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１．申請者ＩＤの取得

本登録完了画面が表示される。
「ウィンドウを閉じる」をクリックし、
電子申請フォームのページへアクセス
する。

(本登録完了に係るメールの通知はな
いことに注意！)
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２．電子申請
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トップページ（東京都環境局HP）
＞申請・届出
＞分野別の申請
＞申請のご案内（水環境の保全）
＞水質汚濁防止法に基づく届出の
電子申請について

ページURL：
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp
/application/bunya/water/400300a2
0220318155233629.html

環境局のHPから、各申請フォームにアクセスする。

該当の手続きをクリックすると、
申請案内のページに移る。

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/application/bunya/water/400300a20220318155233629.html


利用規約を確認後、
「利用規約に同意する」をクリックする。

２．電子申請
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登録した申請者IDとパスワードを入力後、
「ログイン」をクリック

２．電子申請
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注意事項等を確認後、フォームに沿って必要事項を入力。

【連絡先メールアドレスについて】
システムからの通知メールを受信するためのアドレスとなるため、
メールアドレス１は、必ず届出者の組織に属する担当者のアドレス
を入力する。

※届出者と異なる組織に属するものが通知メールを受信したい場合は、
メールアドレス１に届出者の組織に属する担当者のアドレス、
メールアドレス２に届出者と異なる組織に属するもののアドレス、

を入力すること。（両方に通知が送付される。）

２．電子申請
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必要フォームを入力後、申請内容の確認に進む。

【提出物について】
・届出一式（様式・別紙・添付書類）の容量が10MB以内の場合は、
「参照」をクリックし、まとめてファイルを添付する。添付書類の
欄は「提出しない」を選択する。

・届出一式（様式・別紙・添付書類）の容量が10MBを超える場合は、
「参照」をクリックし、鑑及び別紙のみを添付し、添付書類の欄は
「別送」を選択する。
添付書類は申請後に送付されるメールに記載のURLにアクセスし

アップロードする。

※氏名等変更届・廃止届・承継届の場合は、添付書類の欄はありません。
届出書の欄にまとめてファイルを添付ください。

２．電子申請
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申請内容を確認し、
申請到達後の状況照会に必要となる問合せ番号について、
受取り方法を選択した後、「申請する」をクリックする。

※メールでの受け取りを希望することで、システムから
届く提出完了通知のメールに問合せ番号が記載される。

※前画面で、提出物について「別送」を選択した場合は、
添付書類アップロードの際に、「問合せ番号」が必要に
なるので、「メールでの受け取りを希望する」を選択す
ること。

２．電子申請
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２．電子申請

申請完了画面が表示される。
申請到達後の状況照会に必要となる到達番号と問合せ番号は
必ず控えておく。
システムから到達完了の通知が届くので、メールを確認する。

届出一式（鑑・別紙・添付書類）の容量が10MBを超え、
添付書類の「別送」を選択した場合、案内にあるURLに
アクセスしファイルをアップロードする。
※届出一式（鑑・別紙・添付書類）の容量が10MB以内で
添付書類を「提出しない」を選択した場合は、赤枠の部
分は表示されない。
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２．電子申請

[東京共同 電子申請・届出サービス]より、
[東京共同電子申請・届出サービスからのお知らせ
（到達通知）]のメールが届く。

届出一式（鑑・別紙・添付書類）の容量が10MBを超え、
添付書類の「別送」を選択した場合で、申請完了画面で
添付ファイルのアップロードを行っていない場合は、到
達通知のメールに記載のURLからもアップロードを行え
る。

メールでの受け取りを希望した場合のみ記載。

※添付書類の「別送」を選択してない場合、ここで申請完了。
添付書類の「別送」を選択した場合は、URLを開き、次のページに沿ってファイルをアップロード。 21



到達番号・問合せ番号を入力して
「ログイン」をクリック。

２．電子申請 ―添付書類の「別送」を選択した場合のファイルの登録方法 ―
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添付ファイルを登録後、
「登録内容確認」をクリック。
複数添付ファイルがある場合は、
「添付ファイル追加」を選択。

２．電子申請 ―添付書類の「別送」を選択した場合のファイルの登録方法 ―
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確認メッセージが表示される。
「OK」をクリック。

２．電子申請 ―添付書類の「別送」を選択した場合のファイルの登録方法 ―

添付ファイル確認後、「登録する」をクリックする。
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ファイルの登録後、登録完了画面が表示され、
申請完了となる。

２．電子申請 ―添付書類の「別送」を選択した場合のファイルの登録方法 ―
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「申請・手続き情報」をクリックし、
「申請状況照会」を選択。

３．電子状況照会・取下げの方法
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ユーザID・パスワードまたは到達番号・問合わせ番号
でログイン。

３．電子状況照会・取下げの方法
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取り下げを行う場合は該当の案件の
「詳細」をクリック。

画面はID・パスワードでログインした場合
取扱い状況で現在の受付状況が確認できる。

３．電子状況照会・取下げの方法
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３．電子状況照会・取下げの方法
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取下げは、申し込みの状態が「受付待ち」、「受付待ち(補正指中)」
の場合のみ可能です。
「受付済み」の申し込みを取下げたい場合は、 手続の担当窓口までお
問合せください。

内容を確認し、取り下げたい案件
で間違いなければ、取り下げをク
リック。



[東京共同 電子申請・届出サービス]より、
[東京共同電子申請・届出サービスからのお知らせ
（取下げ通知）]のメールが届く。
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３．電子状況照会・取下げの方法



本メールは届出の受付をお知らせするもので、
設置届や構造等変更届等の受付後、審査を行う申請において
は、審査完了をお知らせするものではないことを注意。
※審査完了については別途、担当から直接連絡を行います。

４．申請受理（受付通知）

申請後、届出の受付がなされたら、
[東京共同 電子申請・届出サービス]より、
[東京共同電子申請・届出サービスからのお知らせ
（受付通知）]のメールが届く。
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